
八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価

Ａ
更新時確認による指定給水装置工事事業者
の実態把握や技術者育成を行い違反工事の
防止に努めた。

Ａ
お客さまへの情報提供に向けて、指定給水装
置工事事業者の新規指定及び更新時に事業
者の業務に関する詳細な情報収集を行った。

Ａ

貯水槽設置予定の物件について、適正管理の
リーフレットを配布する等の指導を徹底した。ま
た、八尾市健康福祉部保健衛生課（保健
所）のホームページにも指導要領とリーフレット
を掲載してもらい、計画通りの啓発を行えた。

Ａ
改善が必要な小規模貯水槽水道の設置に対
して、八尾市健康福祉部保健衛生課（保健
所）との指導に関する連携事項を確認した。

Ａ

ホームページにて貯水槽を設置されている方に
向けて点検項目等をお知らせした。また、簡易
専用水道及び小規模貯水槽水道の適正管理
のリーフレットの配布や貯水槽管理人届、貯水
槽点検調査表の提出により、貯水槽の管理体
制や設置状況の確認を行うなど適正管理の啓
発を行った。

Ａ

水質自動監視のクラウドシステムを導入し、イン
ターネット接続環境下であればいつでも監視状
況の確認ができる環境を整え水質確保の向上
につなげた。また、クラウド化によりハード面でも経
費の軽減が可能となり、今後の費用面でも効
果を上げる事ができた。

Ａ
定期的な点検保守により、適正な水質管理を
実施した。

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-2
水質自動監視装置を計画的にメンテナンス・更新しま
す。

安-2②-1-1
水質自動監視装置により常時監視します。

安-2①
「小規模貯水槽水道の適
正管理・水質維持」
小規模貯水槽水道の水質
保持を促進します。

安-2①-1
貯水槽水道の管理者に対して、市所管
部局と連携して水質の安全管理指導を
継続的に広報していくとともに、貯水槽水
道に関する問い合わせや相談に対し、適
切な管理方法や点検・清掃の内容を随
時紹介していきます。

安2①-1-2
管理者に対して関係機関との連携による指導をします。

安-2
水質管理の
充実

安-2①
「小規模貯水槽水道の適
正管理・水質維持」
小規模貯水槽水道の水質
保持を促進します。

安-2①-1
貯水槽水道の管理者に対して、市所管
部局と連携して水質の安全管理指導を
継続的に広報していくとともに、貯水槽水
道に関する問い合わせや相談に対し、適
切な管理方法や点検・清掃の内容を随
時紹介していきます。

安2①-1-3
小規模貯水槽水道の管理・調査項目の見える化を促
進します。

安-2
水質管理の
充実

基本目標　　　　　安全　（いつでも安心して飲める安全な水道）

安-1
給水装置に
おける水質保
持

指定給水装置工事におけ
る誤接合や違反工事を防
ぎ、給水装置の安全性を
確保します。

安-1-1
指定給水装置工事事業者の更新時確
認により、事業者の実態把握を行うととも
に、利用者への積極的な情報提供に努
めます。

安-1-1-2
お客さまへの情報提供を充実します。

安-1
給水装置に
おける水質保
持

指定給水装置工事におけ
る誤接合や違反工事を防
ぎ、給水装置の安全性を
確保します。

安-1-1
指定給水装置工事事業者の更新時確
認により、事業者の実態把握を行うととも
に、利用者への積極的な情報提供に努
めます。

安-1-1-1
指定給水装置工事事業者の更新時における業務状況
や技術者の配置等必要事項を確認します。

目標

安-2①
「小規模貯水槽水道の適
正管理・水質維持」
小規模貯水槽水道の水質
保持を促進します。

安-2①-1
貯水槽水道の管理者に対して、市所管
部局と連携して水質の安全管理指導を
継続的に広報していくとともに、貯水槽水
道に関する問い合わせや相談に対し、適
切な管理方法や点検・清掃の内容を随
時紹介していきます。

安2①-1-1
適正管理に関するホームページ等への継続的な広報及
び啓発を行います。

安-2
水質管理の
充実
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価基本目標　　　　　安全　（いつでも安心して飲める安全な水道）

目標

水安全計画を見直し、水質を適正に管理し
た。

Ａ
機械警備と監視カメラを活用した遠隔監視、さ
らに施設巡視も実施し、セキュリティ強化を図っ
た。

Ａ
危機管理マニュアル・水安全計画を毎年見直
す事により、危機に対する体制の強化を図った。

安-3
鉛製給水管
の解消

水質の維持・向上のため、
鉛製給水管使用者への取
り替えの啓発とともに鉛製給
水管を解消していきます。

安-3-1
計画的に鉛製給水管の解消に取り組む
とともに、お客さまに対する広報を引き続
き行っていきます。

安-3-1-2
鉛製給水管使用者への広報を継続して行います。

Ａ

安-3
鉛製給水管
の解消

水質の維持・向上のため、
鉛製給水管使用者への取
り替えの啓発とともに鉛製給
水管を解消していきます。

安-2
水質管理の
充実

鉛製給水管布設替実施計画の取り組みによ
り、お客さまに対する広報や鉛製給水管使用者
への取り替えの啓発とともに鉛製給水管の解消
を進めた。
管路の更新及び漏水修繕時に鉛製給水管の
取り替えを行い、958件の解消及び今年度目
標値である鉛製給水管率10.0%（前年度比
マイナス0.7ポイント）を達成した。

Ａ
計画に沿った水質検査を行い、適正な水質管
理を実施・公表した。

Ａ

開発協議等の事前協議を行う際に、予定建物
の用途等を詳細にヒアリングし、貯水槽が必要と
判断される場合を除き、協議を行うことで、可能
な範囲で直結給水の拡大を図った。

Ａ

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-3
水質検査結果をわかりやすく情報提供します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-7
水質汚染事故時に備えた対応マニュアル整備や訓練
等、体制の強化を図ります。

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-6
水道施設の防犯対策を強化します。

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-5
水安全計画の継続的な運用と定期的更新を実施しま
す。

Ａ

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2
水質管理の
充実

安-2②
「水道水質の信頼の確保・
水質汚染事故対策の強
化」
水質管理をより一層充実さ
せ、水道水質に対するお客
さまの信頼を確保します。

安-2②-1
水質自動監視装置により、24時間連続
的な水質監視を行います。
水質検査結果については、水質項目の
説明や健康への影響等を広報するなどよ
りわかりやすい情報提供を行い、水道水
への信頼の確保に努めます。

安-2②-1-4
給水装置についての直結給水の拡大を図ります。

安-3-1
計画的に鉛製給水管の解消に取り組む
とともに、お客さまに対する広報を引き続
き行っていきます。

安-3-1-1
令和11（2029）年度を目途に解消できるよう、鉛製
給水管布設替計画を着実に実施します。

鉛製給水管取り替えに関する内容については、
常時HP上に掲載して啓発活動を行うとともに、
窓口において、鉛製給水管の有無の情報提供
を行った。
また、給水管の分岐替えによる解消の推奨や水
道管の布設工事実施の際に鉛製給水管があっ
た場合は、使用者に工事ビラ配布などで個別に
説明する機会を設け、鉛製給水管解消の取り
組みを実施した。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

Ａ
訓練の内容を基にした危機管理マニュアルの見
直し、初動対応の強化を図った。

Ａ
危機管理マニュアルの検証及び受援体制の確
認を行った。

Ａ
複数の媒体を用いて家庭内備蓄の広報活動を
行った。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1②
「災害時に備えたお客さまへ
の啓発推進と連携強化」
お客さまとのコミュニケーショ
ンにより、災害時におけるリ
スクや行動についての認識
を共有するとともに、防災意
識を高めていきます。

強-1②-1
災害発生時に想定される事象とその対
策への認識をお客さまと共有し、自助・
共助・公助への理解の取り組みを推進し
ます。

強-1②-1-1
家庭内備蓄を啓発します。

強-1①-1-5
危機管理マニュアルを定期的に更新します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1①-1-4
管路被害率の算定と断水シミュレーション（応急復旧
期間の設定や復旧人員の算定）を実施します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1①-1-6
マニュアルに基づいた受援・応援体制を整備します。

複数回に分けて、応急給水訓練を実施すること
で、給水担当全員が北部低区配水池での応
急給水活動の知識を習得し、災害時の応急給
水を迅速・効果的に実施できる体制を構築・強
化することができた。
また、応急給水訓練の内容をもとに危機管理マ
ニュアルを修正し、初動対応についてもアクション
カードの見直しによりマニュアルの強化を図ること
ができた。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1①-1-2
指定避難所等に応急給水設備を整備します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1①-1-3
地震発生から復旧段階に応じた応急給水対策を設定
します。

Ａ

管路被害率の算定に必要な管輅情報マッピン
グシステムデータを毎日更新するとともに、防災
訓練を活用し、管輅断水時にどの程度断水被
害が生じ、にごりが発生するかシミュレーションを
行った。

Ａ

目標

基本目標　　　　　強靭　（災害に強くたくましい信頼の水道）

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

強-1①-1
災害時の応急給水体制を整備し、作業
人員や災害用資機材を確保します。

強-1①-1-1
企業団や近隣事業体との連携、協力体制の強化・合
同災害時訓練を実施します。

Ａ

応急給水栓設置に関する協議や検討を行っ
た。また、管路破損時においても重要給水拠点
については継続的に給水が出来るように配水
ルートの検討を行った上で、工事発注につなげ
ることができた。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1①
「企業団及び近隣事業体と
の災害時に備えた連携、協
力体制の強化」
災害時の応急給水を迅
速・効果的に実施できる体
制を構築・強化します。

事　後　評　価

Ａ

実施を予定していた大阪広域水道企業団及び
日本水道協会大阪府支部との合同訓練は、コ
ロナ禍のため未実施となったが、他市で発生した
大規模な水管橋事故をきっかけに日本水道協
会との調整、連携により実際の災害支援活動
に従事した。訓練ではなく実体験で、連携、協
力体制の確認、強化を図れた。
また、大阪広域水道企業団とアクアネットを用い
た情報伝達訓練を実施し、災害時の連携を確
認した。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

目標

基本目標　　　　　強靭　（災害に強くたくましい信頼の水道） 事　後　評　価

Ａ
広報紙「やおの水道」やホームページを複数の
媒体を用いて、応急給水拠点をわかりやすく表
示した広報を行った。

Ｄ

新型コロナウイルスの影響による、地域防災訓
練の中止により目標に達しなかったが。広報紙
「やおの水道」に応急給水拠点を掲載し広報し
た。

大口径の資材など近隣事業体との共同保管に
向けて、大阪府による関連調査の資料を入手
したり、近隣市との緊急資材等の在庫管理情
報の共有の仕方について検討することで状況を
確認し、追加調査の必要性や保管場所等の
課題を洗い出すことができた。

Ａ

水道局内の各システムのサーバーやハードディス
ク等の機器について、制振ラックに保管しており、
電子データの複数箇所での保管や図面等紙媒
体の電子化などについても実施しており、安全
保存が確保され、防災対策の強化が図られて
いる。

Ａ

Ｂ

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

強-2①
「施設及び管路の更新・耐
震化」
災害に強い水道を構築する
ため、施設や設備、管路の
更新・耐震化を進めます。

強-2①-1
施設の耐震化や経年化した管路の更
新・耐震化を計画的に進めていきます。

強-2①-1-2
重要給水施設管路の耐震化を優先実施します。

重要給水施設管路の耐震化に向けた取り組み
内容についてまとめた「重要給水施設管路耐震
化事業計画」を策定した。
管輅（口径75㎜以上）の耐震化延⾧(ｍ)に
ついて、計画通り工事の発注は行ったが、全国
的に管材料の流通が滞ったことにより、当初目
標としていた耐震化延⾧(511ｍ)を達成するこ
とができなかった(87ｍ)が、令和４年度早々に
管布設を完了することができ目標値を達成して
いる。

Ａ

強-2①
「施設及び管路の更新・耐
震化」
災害に強い水道を構築する
ため、施設や設備、管路の
更新・耐震化を進めます。

強-2①-1
施設の耐震化や経年化した管路の更
新・耐震化を計画的に進めていきます。

強-2①-1-1
八尾市水道施設整備計画の進捗管理による定期的な
見直しと着実な実施を行います。

八尾市水道施設整備計画に基づき、事業を着
実に実施した結果、基幹管路の耐震化率につ
いて今年度の目標(16.1％)と同数値の実績と
なり、また、管輅（口径75㎜以上）の耐震化
については、目標(27.8％)を上回る実績
(28.3％)となった。
次年度以降も災害に強い水道を構築するた
め、施設や設備、管輅の更新・耐震化を進めて
いく。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1③
「事故災害時における復旧
体制の強化」
事故災害時に早期復旧で
きる体制を構築します。

強-1③-1
災害時の復旧体制を強化し、作業人員
や復旧用資機材を確保します。

強-1③-1-2
電子データの安全保存と活用を行います。

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

水道庁舎において、毎月自家発電機の試運転
を行い異常がないことを確認するとともに、点検
を実施している。
また、高安受水場及び龍華配水場に本年度
自家発電設備及び無停電電源装置を設置し
ており、今後適正な維持管理を図っていくこと
で、停電時のエネルギー確保が十分なものとな
るように努める。

Ａ

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1③
「事故災害時における復旧
体制の強化」
事故災害時に早期復旧で
きる体制を構築します。

強-1③-1
災害時の復旧体制を強化し、作業人員
や復旧用資機材を確保します。

強-1③-1-1
大口径の資材など近隣事業体で共同保管します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1②
「災害時に備えたお客さまへ
の啓発推進と連携強化」
お客さまとのコミュニケーショ
ンにより、災害時におけるリ
スクや行動についての認識
を共有するとともに、防災意
識を高めていきます。

強-1②-1
災害発生時に想定される事象とその対
策への認識をお客さまと共有し、自助・
共助・公助への理解の取り組みを推進し
ます。

強-1②-1-3
水道局が地域防災訓練に積極的に参加し、災害時の
連携強化を進めます。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1②
「災害時に備えたお客さまへ
の啓発推進と連携強化」
お客さまとのコミュニケーショ
ンにより、災害時におけるリ
スクや行動についての認識
を共有するとともに、防災意
識を高めていきます。

強-1②-1
災害発生時に想定される事象とその対
策への認識をお客さまと共有し、自助・
共助・公助への理解の取り組みを推進し
ます。

強-1②-1-2
応急給水拠点が分かりやすく掲載されたパンフレットを発
行します。

強-1
災害・防災
対策の強化
（強靭編）

強-1③
「事故災害時における復旧
体制の強化」
事故災害時に早期復旧で
きる体制を構築します。

強-1③-1
災害時の復旧体制を強化し、作業人員
や復旧用資機材を確保します。

強-1③-1-3
停電時に備えてエネルギー確保を充実します。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

目標

基本目標　　　　　強靭　（災害に強くたくましい信頼の水道） 事　後　評　価

警報発令時や豪雨時に安全を確保した上で、
巡視を行い、異常の有無を確認した。また台風
接近に備え施設周辺のパトロールを実施した。

Ａ

警報発令時や豪雨時に監視カメラでの遠隔監
視や安全を確保した上で巡視を行い、浸水被
害の有無を確認した。また、月１回の自主点検
時に集水桝等の清掃などの浸水対策を実施し
た。

Ａ

Ａ

八尾市水道施設整備計画に基づき、高安受
水場及び龍華配水場に自家発電設備を設置
した。

計画通り工事の発注は行ったが、全国的に菅
材料の流通が滞ったことにより、第９次配水管
整備事業の更新延⾧(φ75～φ250)目標通
り達成できなかった(目標5,060ｍ／実績
4,833ｍ)が、令和４年度早々に管布設を完
了し、目標値を達成している。

Ａ

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

強-2①
「施設及び管路の更新・耐
震化」
災害に強い水道を構築する
ため、施設や設備、管路の
更新・耐震化を進めます。

強-2①-1
施設の耐震化や経年化した管路の更
新・耐震化を計画的に進めていきます。

強-2①-1-3
耐震性の低い鋳鉄管を耐震管に更新します。

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

強-2②
「水道施設の自然災害への
対策」
あらゆる自然災害を想定し
て施設の運転が継続できる
よう対策を進めます。

強-2②-1
浸水対策を考慮した更新を進めます。
自家発電設備の充実に努めます。
土石流、地すべりの危険性を考慮して施
設の配置を検討します。

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

強-2
水道施設の
計画的更新
（強靭編）

強-2②
「水道施設の自然災害への
対策」
あらゆる自然災害を想定し
て施設の運転が継続できる
よう対策を進めます。

強-2②-1
浸水対策を考慮した更新を進めます。
自家発電設備の充実に努めます。
土石流、地すべりの危険性を考慮して施
設の配置を検討します。

強-2②-1-3
浸水対策を優先的に実施します。

強-2②
「水道施設の自然災害への
対策」
あらゆる自然災害を想定し
て施設の運転が継続できる
よう対策を進めます。

強-2②-1
浸水対策を考慮した更新を進めます。
自家発電設備の充実に努めます。
土石流、地すべりの危険性を考慮して施
設の配置を検討します。

強-2②-1-2
水道施設に大規模風水害への対策を実施します。

強-2②-1-1
八尾市水道施設整備計画の着実な実施、定期的な
見直しを行います。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

感染症対策により、業務に影響が出ることなく
事業継続できた。

Ａ

非常時にも安定して水を供給するため、高安受
水場及び龍華配水場に自家発電設備を設置
した。また、新型コロナの感染リスクを低減させる
ため一部の所属で交代勤務を実施し、業務の
継続に努めた。

Ａ

持-2-1
高効率機器などの導入による環境負荷
の低減に努めます。
工事等で発生する産業廃棄物のリサイク
ルを継続して推進します。

持-2-1-1
高効率な機器の導入、省エネ車の導入、公用車の計
画的更新により排ガス抑制を図ります。

持-2
環境に配慮
した事業運
営

エネルギー消費や廃棄物、
排気ガスの抑制など、さまざ
まな面で環境に配慮した事
業運営を進めます。

持-2-1
高効率機器などの導入による環境負荷
の低減に努めます。
工事等で発生する産業廃棄物のリサイク
ルを継続して推進します。

持-2-1-2
水道管工事の際の改良土利用促進、撤去管等を分
別・リサイクル業者への売却等を進めます。

持-1
災害・防災
対策の強化
（持続編）

持-1
災害・防災
対策の強化
（持続編）

平常時のみならず非常時に
も安定して水を供給するた
め、施設・管路や体制の整
備を進めます。

持-1-1
災害等緊急時における水の応急供給対
策として、企業団や近隣事業体との緊急
連絡管の整備のほか、既存施設の有効
活用を検討していきます。
大規模災害発生時や新型インフルエンザ
発生等、職員の参集が困難な非常時に
おいても水を安定供給できる体制の整備
を検討します。

持-1-1-5
事業継続計画に基づく安定給水を実施します。

事　後　評　価

持-1-1-4
職員、委託業者の新型インフルエンザ感染予防対策を
検討します。

持-1-1-3
委託業者との連携による非常時体制を整備します。

大雨・台風接近前後に水道施設運転管理等
業務委託業者に巡視を依頼し、被害発生時の
早期対応に備えた。
修繕委託業者と非常時の修繕体制について検
討し、また、応急給水活動における委託業者と
の連携方法等を確認するなど、非常時体制の
強化に向けた取組みを進めた。

基本目標　　　　　持続　（皆さまの近くにあり続ける水道）

目標

持-1
災害・防災
対策の強化
（持続編）

平常時のみならず非常時に
も安定して水を供給するた
め、施設・管路や体制の整
備を進めます。

持-1-1
災害等緊急時における水の応急供給対
策として、企業団や近隣事業体との緊急
連絡管の整備のほか、既存施設の有効
活用を検討していきます。
大規模災害発生時や新型インフルエンザ
発生等、職員の参集が困難な非常時に
おいても水を安定供給できる体制の整備
を検討します。

持-1-1-1
企業団や近隣事業体との配水本管における連絡管の
整備とバックアップ体制を検証します。

持-1
災害・防災
対策の強化
（持続編）

平常時のみならず非常時に
も安定して水を供給するた
め、施設・管路や体制の整
備を進めます。

持-1-1
災害等緊急時における水の応急供給対
策として、企業団や近隣事業体との緊急
連絡管の整備のほか、既存施設の有効
活用を検討していきます。
大規模災害発生時や新型インフルエンザ
発生等、職員の参集が困難な非常時に
おいても水を安定供給できる体制の整備
を検討します。

持-1-1-2
災害時用備蓄物資について近隣事業体で共同保管し
ます。

持-1
災害・防災
対策の強化
（持続編）

平常時のみならず非常時に
も安定して水を供給するた
め、施設・管路や体制の整
備を進めます。

持-1-1
災害等緊急時における水の応急供給対
策として、企業団や近隣事業体との緊急
連絡管の整備のほか、既存施設の有効
活用を検討していきます。
大規模災害発生時や新型インフルエンザ
発生等、職員の参集が困難な非常時に
おいても水を安定供給できる体制の整備
を検討します。

平常時のみならず非常時に
も安定して水を供給するた
め、施設・管路や体制の整
備を進めます。

持-1-1
災害等緊急時における水の応急供給対
策として、企業団や近隣事業体との緊急
連絡管の整備のほか、既存施設の有効
活用を検討していきます。
大規模災害発生時や新型インフルエンザ
発生等、職員の参集が困難な非常時に
おいても水を安定供給できる体制の整備
を検討します。

Ａ
他市の供給可能量を勘案し、図面による給水
可能範囲の検証により、非常時の八尾市の給
水計画策定時の参考とした。

Ａ

大阪広域水道企業団東部水道事業所におい
て、日本水道協会大阪府支部東部水道ブロッ
クの災害用備蓄物資を引き続き共同保管して
いる。

Ａ

持-2
環境に配慮
した事業運
営

エネルギー消費や廃棄物、
排気ガスの抑制など、さまざ
まな面で環境に配慮した事
業運営を進めます。

Ａ

高安受水場において民間事業者と連携し、小
水力発電を導入するとともに、南部低区配水
池の耐震化工事において高区配水池への送水
ポンプに、高効率な機器の導入を検討した。ま
た、ハイブリッド式乗用車や低燃費の貨物車へ
の更新を行っており、排ガス抑制を進めた。

Ａ

北部低区配水池新送水管布設替工事等につ
いては、「建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律」に基づき、設計時点からリサイクル
品を使用することとしており、廃棄物についてはマ
ニュフェストにより適正に処理されていることを確
認した。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価基本目標　　　　　持続　（皆さまの近くにあり続ける水道）

目標

Ａ
環境活動推進会議の開催や職員への啓発
メールなど、ごみ削減意識の啓発を行った。

Ａ
多様な職場経験によって経験値を得ることで、
人材育成を図る人事異動を行った。

龍華導水管布設替工事において新工法を採
用した。また、水質自動監視装置のクラウド化を
実現した。
経済性・効率性を高めるために新たな使用材
料を採用するとともに、お客さまニーズのある水
道料金のスマートフォン決済の導入に向けた取
組みを進めた。
以上のような取組みを進める中で、民間との連
携・協力を深め、事業運営の効率化に繋がっ
た。

Ａ

Ａ

今年度はコロナ禍のため、受講形式の集合研
修は開催できなかったが、各自での動画視聴、
点検作業や漏水修繕作業などに業者と職員が
共同で作業したり立ち会う機会を設けることで、
職員の能力向上を図れた。

Ａ
日本水道協会や大阪市水道局主催の研修へ
の参加により、職員の知識や技術の向上につな
げる人材育成を実施した。

Ｄ
新型コロナウイルスの影響により、他事業体との
合同研修が中止となった。開催の際には知識や
技術向上の機会として積極的に活用していく。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3②
「民間との協力・連携による
組織力強化（組織能力の
レベルアップ）」
民間との連携・協力を一層
深めることで、組織力の強
化や事業運営の効率化を
進めていきます。

持-3②-1
民間との新たな技術や手法に関する共
同研究・開発や、専門分野からの助言を
得るなど職員の能力向上を目的とした官
民連携に取り組みます。

持-3②-1-2
委託業者との双方向での能力向上の取り組みを実施し
ます。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3②
「民間との協力・連携による
組織力強化（組織能力の
レベルアップ）」
民間との連携・協力を一層
深めることで、組織力の強
化や事業運営の効率化を
進めていきます。

持-3②-1
民間との新たな技術や手法に関する共
同研究・開発や、専門分野からの助言を
得るなど職員の能力向上を目的とした官
民連携に取り組みます。

持-3②-1-1
新技術・機器の導入調査・研究・試験採用を実施しま
す。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3①
「職員の技術・知識の継
承」
事業運営を持続的に行うた
めに、職員・組織の能力を
継承して最大限に発揮する
取り組みを進めます。

持-3①-1
人材＝人財の考えのもと、職員の能力
向上を図るため外部研修の活用や、局
内研修の充実による水道局の保有する
知識や技術力を継承し、今後の事業運
営に必要な知識・経験を持つ人材を継
続して育成します。

持-3①-1-4
他事業体との連携による研修を実施します。

研修の積極的な受講やジョブローテーションの実
施、現場での失敗事例を基にした再発防止策
の検討・改善などにより、人材の育成や知識・技
術の継承に取り組んだ。

Ａ

持-3
技術継承と
人材育成

持-3①
「職員の技術・知識の継
承」
事業運営を持続的に行うた
めに、職員・組織の能力を
継承して最大限に発揮する
取り組みを進めます。

持-3①-1
人材＝人財の考えのもと、職員の能力
向上を図るため外部研修の活用や、局
内研修の充実による水道局の保有する
知識や技術力を継承し、今後の事業運
営に必要な知識・経験を持つ人材を継
続して育成します。

持-2
環境に配慮
した事業運
営

エネルギー消費や廃棄物、
排気ガスの抑制など、さまざ
まな面で環境に配慮した事
業運営を進めます。

持-2-1
高効率機器などの導入による環境負荷
の低減に努めます。
工事等で発生する産業廃棄物のリサイク
ルを継続して推進します。

持-2-1-3
職員への環境意識啓発、事業用排出ごみを削減しま
す。

持-3①-1-1
多職種の経験により職員育成を図ります。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3①
「職員の技術・知識の継
承」
事業運営を持続的に行うた
めに、職員・組織の能力を
継承して最大限に発揮する
取り組みを進めます。

持-3①-1
人材＝人財の考えのもと、職員の能力
向上を図るため外部研修の活用や、局
内研修の充実による水道局の保有する
知識や技術力を継承し、今後の事業運
営に必要な知識・経験を持つ人材を継
続して育成します。

持-3①-1-2
外部研修への参加機会を拡大します。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3①
「職員の技術・知識の継
承」
事業運営を持続的に行うた
めに、職員・組織の能力を
継承して最大限に発揮する
取り組みを進めます。

持-3①-1
人材＝人財の考えのもと、職員の能力
向上を図るため外部研修の活用や、局
内研修の充実による水道局の保有する
知識や技術力を継承し、今後の事業運
営に必要な知識・経験を持つ人材を継
続して育成します。

持-3①-1-3
ベテラン職員から若手職員へ技術継承します。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価基本目標　　　　　持続　（皆さまの近くにあり続ける水道）

目標

Ａ

水道料金の調定水量等の詳細な動向分析を
行うとともに、経営戦略において示された水道料
金改定を検討する目安である料金回収率等に
ついて検証を行った。検証の結果、目安に達し
ているが、基本料金の減免という例外的な事情
を考慮し、改定の必要性の検討は行わず、適
切な判断をした。

Ａ

大阪市水道局との「技術協力に関する連携協
定」にともなう積極的な意見交換を行った。ま
た、八尾市が先行して導入し効果をあげている
事例について、導入を検討している事業体に助
言を行い、技術力の高い事業体には助言を求
めるなど、近隣事業体との相互技術支援に向け
た取組みを進めた。

Ａ
協定締結先との情報共有により非常時の連携
体制に備えた。

Ａ
更新需要の精査を行い、第９次配水管整備
事業や各施設の更新を計画に沿って実施した。

Ａ
月1回実施している直営点検により、水位計な
どの計装設備やポンプの更新の判断を行い、⾧
寿命化を実施した。

令和４年度予算編成において、経営戦略の目
標値と比較し、純利益を確保するため事業費の
縮減に努めた。
また、機器の更新時期の精査や委託業務等の
見直しによる費用の削減や、徴収等業務委託
業者との意見交換や他市取組の情報共有によ
る効果的な手法を検討し、収納率の向上に努
めた。
以上のような取組みにより、健全な事業運営を
行っている。

Ａ
計画初年度にあたり、実績評価など事後評価
手法についての検討と方針決定を実施した。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4②
「企業団及び近隣事業体と
の業務連携や民間の活用
による効率的な事業運営」
大阪広域水道企業団や近
隣事業体との連携、民間の
活用による技術力の向上や
業務の効率化を進めます。

持-4②-1
広域連携による技術者養成や、業務の
効率化を目指した取り組みの検討を行
います。
また、民間が有するノウハウの活用による
効率的な事業運営に取り組みます。

持-4②-1-1
近隣事業体との相互技術支援について検討します。

持-3
技術継承と
人材育成

持-3②
「民間との協力・連携による
組織力強化（組織能力の
レベルアップ）」
民間との連携・協力を一層
深めることで、組織力の強
化や事業運営の効率化を
進めていきます。

Ａ

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4①
「中⾧期的な投資計画と資
金の運用管理」
適切な資産の管理、保全
による中⾧期的な視点に
立った投資計画と財政計
画に基づく事業の健全経営
を推進します。

持-4①-1
経営戦略の進捗管理による適切な事業
運営の実施や、料金体系の最適化、効
率的で効果的な水道施設の管理運営
を実施していきます。

持-4①-1-3
費用の削減努力などの行政改革を推進します。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4①
「中⾧期的な投資計画と資
金の運用管理」
適切な資産の管理、保全
による中⾧期的な視点に
立った投資計画と財政計
画に基づく事業の健全経営
を推進します。

持-4①-1
経営戦略の進捗管理による適切な事業
運営の実施や、料金体系の最適化、効
率的で効果的な水道施設の管理運営
を実施していきます。

持-4①-1-4
経営戦略の進捗管理と適時改定を行います。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4①
「中⾧期的な投資計画と資
金の運用管理」
適切な資産の管理、保全
による中⾧期的な視点に
立った投資計画と財政計
画に基づく事業の健全経営
を推進します。

持-4①-1
経営戦略の進捗管理による適切な事業
運営の実施や、料金体系の最適化、効
率的で効果的な水道施設の管理運営
を実施していきます。

持-4①-1-1
施設系統の再編も考慮した詳細型アセットマネジメント
の実施により更新投資を平準化します。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4①
「中⾧期的な投資計画と資
金の運用管理」
適切な資産の管理、保全
による中⾧期的な視点に
立った投資計画と財政計
画に基づく事業の健全経営
を推進します。

持-4①-1
経営戦略の進捗管理による適切な事業
運営の実施や、料金体系の最適化、効
率的で効果的な水道施設の管理運営
を実施していきます。

持-4①-1-2
施設及び設備の⾧寿命化を推進します。

持-3②-1
民間との新たな技術や手法に関する共
同研究・開発や、専門分野からの助言を
得るなど職員の能力向上を目的とした官
民連携に取り組みます。

持-3②-1-3
災害時の応急給水措置に対する応援に関する協定を
締結している事業者と日常的な連携体制を構築しま
す。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4①
「中⾧期的な投資計画と資
金の運用管理」
適切な資産の管理、保全
による中⾧期的な視点に
立った投資計画と財政計
画に基づく事業の健全経営
を推進します。

持-4①-1
経営戦略の進捗管理による適切な事業
運営の実施や、料金体系の最適化、効
率的で効果的な水道施設の管理運営
を実施していきます。

持-4①-1-5
定期的な料金水準、料金体系の検証並びに料金改定
を検討します。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価基本目標　　　　　持続　（皆さまの近くにあり続ける水道）

目標

八尾市水道施設整備計画に基づき事業を着
実に実施した結果、基幹管路の耐震化率につ
いて今年度の目標を達成し、管輅（口径75
㎜以上）の耐震化については、目標を上回る
実績となった。

Ａ

Ａ

令和3年度の予測値31,386,000㎥に対し
て、実績値配水量31,264,310㎥との差は
121,690㎥となっており、水需要については予
測値より減少傾向にある事から施設規模縮
小、管路の減径の検討を継続した。

Ａ

八尾市水道施設整備計画を基に、将来の水
需要を勘案し、南部低区配水池の容量を
20000㎥から10000㎥に変更し水道需要との
バランスの取れた施設規模とした。

Ｄ
新型コロナウイルスの影響により他事業体との共
同研修が中止となった。開催の際には積極的に
活用し人材育成に努める。

Ｄ

企業団との統合に向け、今後確認・検討を予
定しているため他市の状況調査を実施していな
いが、より良い水道事業運営に取り組んでいけ
る材料として調査を改めて検討する。

包括的な委託について、他の事業体の事例調
査や意見交換を行っているが、業務範囲や期
間などについて事務部門と技術部門との調整が
必要であり、また、今後の大阪広域水道企業
団への統合に向けた協議内容も含めた検討が
必要である。

管路の更新において、減径可能若しくは廃止に
ついて管網計算結果により、最適な管口径及
び廃止等随時見直し、決定している。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5①
「施設規模の最適化」
将来の水需要予測に基づ
き、平常時に必要な水量に
加えて、災害時など非常時
に必要な水の確保にも配慮
した施設規模を検討し設定
します。

持-5①-1
適正な施設規模による更新を実施する
ことで、効率的な運用や更新費用の抑
制を図ります。

持-5①-1-3
管網計算による最適な管口径を見直します。

Ｂ

Ａ

持-5①-1
適正な施設規模による更新を実施する
ことで、効率的な運用や更新費用の抑
制を図ります。

持-5①-1-1
定期的に水需要予測を検証します。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5①
「施設規模の最適化」
将来の水需要予測に基づ
き、平常時に必要な水量に
加えて、災害時など非常時
に必要な水の確保にも配慮
した施設規模を検討し設定
します。

持-5①-1
適正な施設規模による更新を実施する
ことで、効率的な運用や更新費用の抑
制を図ります。

持-5①-1-2
水道施設整備計画に基づき施設規模を決定します。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4②
「企業団及び近隣事業体と
の業務連携や民間の活用
による効率的な事業運営」
大阪広域水道企業団や近
隣事業体との連携、民間の
活用による技術力の向上や
業務の効率化を進めます。

持-4②-1
広域連携による技術者養成や、業務の
効率化を目指した取り組みの検討を行
います。
また、民間が有するノウハウの活用による
効率的な事業運営に取り組みます。

持-4②-1-2
今後も引き続き研修を共同実施します。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5②
「施設・管路の計画的な更
新」
管路の更新や、施設の点
検・改修・更新を計画的に
進めます。

持-5②-1
更新時期や費用を定めて計画的に更新
していくことにより、中⾧期的な視点から
水道施設のライフサイクル全体にわたる効
率的かつ効果的な管理運営を行いま
す。

持-5②-1-1
八尾市水道施設整備計画に基づき、管路を計画的に
更新します。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4②
「企業団及び近隣事業体と
の業務連携や民間の活用
による効率的な事業運営」
大阪広域水道企業団や近
隣事業体との連携、民間の
活用による技術力の向上や
業務の効率化を進めます。

持-4②-1
広域連携による技術者養成や、業務の
効率化を目指した取り組みの検討を行
います。
また、民間が有するノウハウの活用による
効率的な事業運営に取り組みます。

持-4②-1-3
材料の共同購入などについて研究します。

持-4
収入と支出の
バランスのとれ
た事業運営

持-4②
「企業団及び近隣事業体と
の業務連携や民間の活用
による効率的な事業運営」
大阪広域水道企業団や近
隣事業体との連携、民間の
活用による技術力の向上や
業務の効率化を進めます。

持-4②-1
広域連携による技術者養成や、業務の
効率化を目指した取り組みの検討を行
います。
また、民間が有するノウハウの活用による
効率的な事業運営に取り組みます。

持-4②-1-4
効率性を発揮するために包括的な民間委託を検討しま
す。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5①
「施設規模の最適化」
将来の水需要予測に基づ
き、平常時に必要な水量に
加えて、災害時など非常時
に必要な水の確保にも配慮
した施設規模を検討し設定
します。
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八尾市水道事業ビジョン「実現方策」評価　【令和３年度】

施策 実現方策

実現方策

評価

A～E
(5段階)

実現方策
評価内容

事　後　評　価基本目標　　　　　持続　（皆さまの近くにあり続ける水道）

目標

Ａ

水道料金の関係で外国人市民に配慮した情
報発信のための案内文書を作成した。
また、ホームページや広報紙、市政だより、暮ら
しのガイドブックなどを用いた複数の媒体での広
報や外国語版の活用により、高齢者や外国人
に配慮し、幅広く情報発信ができた。

Ａ
広報やおFacebookを用いて広報活動を行っ
た。今後も引き続き市民の方へ幅広いツールで
広報活動に努めていく。

Ａ
コロナ禍のため活動に制限がある中で、できる範
囲で広報を行った。出前講座ではYoutubeを
用いることで、いつでも学べる場を提供できた。

Ａ 更新計画に沿った施工の確認を行った。

持-6
積極的な情
報提供・お客
さまとの協働

広報・広聴の充実により、
八尾市水道事業が抱える
問題点や課題、今後の対
策の方向性についてお客さ
まと共有し、信頼性の向上
を目指します。

持-6-1
さまざまな機会をとおした広聴による、お
客さまの声を活かす取り組みや、多種多
様な手段により広報活動を充実させま
す。

持-6-1-4
引き続き市民の皆さまへの情報発信や啓発、子どもたち
への学びの機会の提供を行います。

持-6
積極的な情
報提供・お客
さまとの協働

広報・広聴の充実により、
八尾市水道事業が抱える
問題点や課題、今後の対
策の方向性についてお客さ
まと共有し、信頼性の向上
を目指します。

持-6-1
さまざまな機会をとおした広聴による、お
客さまの声を活かす取り組みや、多種多
様な手段により広報活動を充実させま
す。

持-6-1-2
SNSの活用など、広報手段の多様化を検討します。

持-6
積極的な情
報提供・お客
さまとの協働

広報・広聴の充実により、
八尾市水道事業が抱える
問題点や課題、今後の対
策の方向性についてお客さ
まと共有し、信頼性の向上
を目指します。

持-6-1
さまざまな機会をとおした広聴による、お
客さまの声を活かす取り組みや、多種多
様な手段により広報活動を充実させま
す。

持-6-1-3
外国人市民や社会的弱者に配慮した情報発信を行い
ます。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5②
「施設・管路の計画的な更
新」
管路の更新や、施設の点
検・改修・更新を計画的に
進めます。

持-5②-1
更新時期や費用を定めて計画的に更新
していくことにより、中⾧期的な視点から
水道施設のライフサイクル全体にわたる効
率的かつ効果的な管理運営を行いま
す。

持-5②-1-2
予防保全の考え方を取り入れた、施設の改修・計画的
な更新・耐震化を実施します。

Ａ
八尾市水道施設整備計画に基づき、電気・機
械・計装設備の計画的な更新及び南部低区
配水池の耐震設計を実施した。

持-6
積極的な情
報提供・お客
さまとの協働

広報・広聴の充実により、
八尾市水道事業が抱える
問題点や課題、今後の対
策の方向性についてお客さ
まと共有し、信頼性の向上
を目指します。

持-6-1
さまざまな機会をとおした広聴による、お
客さまの声を活かす取り組みや、多種多
様な手段により広報活動を充実させま
す。

持-6-1-1
積極的な広聴の取り組みと、お客さまの声を局内で情
報共有する仕組みづくりを行います。

持-5
水道施設の
計画的更新
（持続編）

持-5②
「施設・管路の計画的な更
新」
管路の更新や、施設の点
検・改修・更新を計画的に
進めます。

持-5②-1
更新時期や費用を定めて計画的に更新
していくことにより、中⾧期的な視点から
水道施設のライフサイクル全体にわたる効
率的かつ効果的な管理運営を行いま
す。

持-5②-1-3
更新に当たって実使用年数、更新予定時期を設定しま
す。

Ｄ

広聴広報委員会を中心に局内情報共有を確
立したがコロナ禍のため、広聴の機会が乏しく、
情報を得ることが困難となった。今後機会を逃さ
ず可能な範囲で積極的に広聴活動を行いお客
さまニーズに応えられるよう努める。
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